
  

 

上 尾 市 
新規就農 
支援制度 

上尾で新たに就農すると補助額最大 

160 万円 
 農業機械等導入支援補助金         新規就農者経営支援補助金 

100 万円 + 60 万円 

上尾市農政課 
048-775-7384 



対象者  

①青年等就農計画書が認定されていること(認定新規就農者)  

 または北足立北部明日の農業担い手育成塾の研修生  

②市内在住の 18 歳以上 60 歳未満の者で、市内で新たに就農する者 

③市税を滞納していないこと。 

④30a 以上の農地を取得または借受している者（農業用施設の場合は 10a） 

⑤５年以上の期間、当該農地を使用し、農業を営むこと。 

⑥国又は県からこの要綱の規定による補助金に相当する給付を受けていないこと 

※以下は新規就農者経営支援補助金のみ 

⑦農業大学校や民間の農業機関等において、概ね１年以上の研修を受けているか、当該研修を受

けた者と同等の技量があると明らかに認められること。 

① 農業機械等導入支援補助金 ② 新規就農者経営支援補助金 
◆補助額 

補助対象経費の２分の１ 

最大１００万円（中古品：５０万円） 

◆補助対象経費(例) 

農業用施設 
温室ハウスの工事費 
農業用倉庫の工事費 
保管庫・冷蔵庫の購入費 

農業用機械 
トラクター等の購入費 
運搬機器･省力機器等の購入費 

農業用資材 

自作温室ハウスの部材費 
温室設備機器の購入費 
灌水資材･細霧設備機器の購入費 
養液栽培･栽培環境機器の購入費 
栽培管理・生産管理パソコンソフト
ウェアの導入費※PC・タブレット等端末の購入費は除く 

※補助対象経費は消費税・地方消費税額を除きます 

 

◆補助額 

１ヶ月当たり５万円 

最大 12 ヶ月 60 万円 

◆補助対象経費 

賃借料 
農業用施設の利用料 
選果場の利用料 
農機具の利用料等 

種苗費 種、苗等の購入費 

肥料費 肥料、液肥等の購入費 

燃料費 灯油及び重油の購入費 

農具費 

取得価格が１０万円未満又は使用可
能期限が１年未満のバケツ、 
はさみ、ほうき、かま、育苗箱、 
コンテナ等の農具購入費用 

農薬衛生費 農薬等の購入費 

諸材料費 
ビニール、マルチ、針金、テープ、 
袋等の購入費 

作業用衣料費 
長靴、帽子、手袋、作業着等、 
農業を営む上で必要な衣料の購入費 

※補助対象経費は消費税・地方消費税額を除きます 

申請に必要な書類 申請に必要な書類 

□上尾市農業機械等導入支援補助金交付申請書 

□見積書の写し 

□農業用機械、農業用施設、農業用資材の内容が分かる書類 

(仕様書、カタログ、パンフレット等) 

□青年等就農計画認定書又は北足立北部明日の農業担い手 

育成塾の研修生であることを証明する書類。 

□市税に未納がない証明書 

□その他、農政課より指示された書類 

□上尾市新規就農者経営支援補助金交付申請書 

□青年等就農計画又は青年等就農計画認定書の写し 

 または北足立北部明日の農業担い手育成塾の研修生である

ことが分かる書類 

□営農計画書及び収支予算書 

□農地、農業用機械、農業用施設の一覧、契約書等の写し 

□市税に未納がない証明書 

注意事項 注意事項 

●補助は 1 経営体あたり 1 回までです。     

●購入前に事前相談と申請をしてください。購入後に申請され

ても補助対象となりませんのでご注意ください。 

●定期的に交換を要する農業用資材や消耗品、他の用途に転用

できる機械(軽トラック等)は補助対象となりません。 

●毎月１０日までに請求書の提出が必要となります。 

●3 か月ごとに就農状況報告書の提出が必要となります。 

●年度末に就農の状況を上尾市新規就農者経営支援補助金就

農状況報告書の提出が必要です。 

●関係する書類及び帳簿等は、後日提出を求めますので 

５年間大切に保管してください。 

●国または県から就農準備資金・経営開始資金（農業次世代 

人材投資資金）を受給している方は申請できません。 

 



 

 農業機械等導入支援補助金の申請方法 

１ 見積書の取得 (申請者 → 業者) 

 購入を希望する機械や設備の見積もりを業者から取得してください。 

２ 補助金の申請 (申請者 → 農政課) 

 見積りの取得が終わりましたら、下記の書類を農政課に提出してください。 

～必要書類～ 

□ 上尾市新規就農者農業機械等導入支援補助金交付申請書 

□ 見積書の写し 

□ 農業用機械、農業用施設、農業用資材の内容が分かる書類 

(仕様書、カタログ、パンフレット等) 

□ 青年等就農計画認定書又は北足立北部明日の農業担い手育成塾の研修生であることを

証明する書類 

□ 市税に未納がない証明書 

□ その他、農政課より指示された書類 

３ 交付決定通知書の送付 (農政課 → 申請者) 

 下記の書類をご自宅に送付します。(申請受理後、1 週間程度で送付) 

◆「上尾市新規就農者農業機械等導入支援補助金交付決定通知書」 

※交付決定通知書が届くまで、購入しないでください。 

４ 交付決定を受けた機械、設備の購入 (申請者 → 業者) 

 交付決定を受けた機械(設備)を業者に発注。納品までしてください。 

５ 実績報報告書の提出 (申請者 → 農政課) 

 納品が終わりましたら、下記の書類を農政課に提出してください。 

～必要書類～ 

□ 上尾市新規就農者農業機械等導入支援補助金実績報告書 

□ 領収書の写し 

□ 農業用施設、農業用機械又は農業用資材の写真 

□ 上尾市新規就農者農業機械等導入支援補助金交付決定通知書の写し 

□ その他市長が必要と認める書類 

※報告内容について、現地調査をする場合があります。 

６ 実績報報告書の提出 (農政課 → 申請者) 

 下記の書類をご自宅に送付します。(申請受理後、２週間～３週間程度で送付) 

◆「上尾市新規就農者農業機械等導入支援補助金交付確定通知書」 

◆「上尾市新規就農者農業機械等導入支援補助金請求書」 

７ 請求書の提出 (申請者 → 農政課) 

 

確定通知書を受け取りましたら、下記の書類を農政課に提出してください。 

～必要書類～ 

□ 上尾市新規就農者農業機械等導入支援補助金請求書 

※請求書の提出から 2 週間程度で指定口座に振り込みます。 

※振込通知書は送付しませんので、通帳を記帳するなどして確認してください。 



 新規就農者経営支援補助金の申請方法 

１ 補助金の申請 (申請者 → 農政課) 

 下記の書類を農政課に提出してください。 

～必要書類～ 

□ 上尾市新規就農者経営支援補助金交付申請書 

□ 青年等就農計画又は青年等就農計画認定書の写し 

  または北足立北部明日の農業担い手育成塾の研修生であることが分かる書類 

□ 営農計画書及び収支予算書 

□ 農地、農業用機械、農業用施設の一覧、契約書等の写し 

□ 市税に未納がない証明書 

２ 交付決定通知書の送付 (農政課 → 申請者) 

 下記の書類をご自宅に送付します。(申請受理後、1 週間程度で送付) 

◆「上尾市新規就農者農業機械等導入支援補助金交付決定通知書」 

３ 請求書の提出 (申請者 → 農政課) 

 下記の書類を毎月 10 日までに提出してください。 

□ 上尾市新規就農者経営支援補助金交付請求書 

(例)4 月分は翌 5 月 10 日までに申請します。 

※振込前に営農状態を確認する場合がございます。 

４ 就農状況報告書 ※四半期に一度 (申請者 → 農政課) 

 下記の書類を四半期に一度提出してください。 

□ 上尾市新規就農者経営支援補助金就農状況報告書 

※報告書様式はひと月分です。3 か月分をまとめて提出してください。 

※また年度途中をまたいで補助金の交付を受ける場合は、翌３月に１度報告ください。 

＜4 月に申請した場合の提出月(例)＞ 

●７月(４～６月分)●10 月(７～９月分)●１月(10～12 月分)●３月末日付(1～3 月分) 

 

＜６月に申請した場合の提出月(例)＞ 

●９月(6～8 月分)●12 月(9～11 月)●3 月(12～2 月分)●３月末日付(3 月)年度内清算 

★６月(4~5 月分) 新年度分 

 

必ず作業日誌の作成をしてください。 

別に作業日誌を作成している場合は、その写しの提出で代えることは可能です。 

５ 補助金の受給が終了したら (申請者 → 農政課) 

 下記の書類を農政課に提出してください。 

～必要書類～ 

□ 上尾市新規就農者経営支援補助金実績報告書 

□ 領収書の写し(研修を受ける際に使用したものすべて) 

６ 補助金の確定 (農政課 → 申請者) 

 下記の書類をご自宅に送付します。(実績報告書受理後、2~３週間程度で送付) 

◆ 上尾市新規就農者経営支援補助金交付確定通知書 

※申請に使用した書類は必ず 5 年間保管してください。 


